
第１回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会（小学校） 会議録 

 

1．日 時   令和元年５月 30日（木）13：00～18：00 

 

2．会 場   大阪市教育センター 第５研修室 

 

3．出席者    

 （委 員） 

  岡崎委員、添田委員、田矢委員、久保委員、庄司委員、渡瀬委員、山口委員、樋口委員、玉村委員、

中谷委員、杉本委員、豊岡委員 

 

 （事務局） 

  水口指導部長、飯田学校力支援担当部長、盛岡中学校教育担当課長、弘元初等教育担当課長、 

  藤原インクルーシブ教育推進担当課長、冨山教育活動支援担当首席指導主事、田中総括指導主事、 

青山総括指導主事、亀川指導主事、大竹野指導主事、是澤指導主事、佐々木指導主事 

 

4．議 題 

(1) 選定委員の委嘱及び任命 

(2)  委員長の選出 

(3)  第１回 大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 

  

5．議事録 

 

（司会） 

本日は、大変お忙しい中、定刻にお集まりいただき、ありがとうございます。 

 ただいまより、第１回 大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会を開催いたします。 

 本日の選定委員の委嘱及び任命、委員長の選出並びに諮問につきまして、司会をさせていただきます、

初等教育担当指導主事の大竹野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

   

教育委員会挨拶 

（司会） 

まず、はじめに事務局がご挨拶いたします。 

（水口指導部長） 

改めましておはようございます。指導部長水口でございます。 

大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の開催にあたり、一言ご挨拶を申しあげます。 

皆様方には、平素より本市教育の充実・発展にご支援・ご協力をいただきまして、どうもありがとうござ

います。 

さて、本年度は、令和２年度使用の小学校教科用図書（以後、教科書と申します）の採択が行われる年



にあたります。 

 この度、皆様方には大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の委員をご就任いただき、快くお

引き受けいただきましたこと、改めてお礼申しあげます。ありがとうございます。 

ご存知の通り、教科書は、小学校・中学校等において、主たる教材として使用義務のある図書であり、

児童・生徒の学習指導上、極めて重要な役割を果たすものでございます。 

従いまして、教科書検定制度のもとで種目ごとに数者から発行されております教科書の中から、学校で

使用する教科書を選定することは、教育委員会の重要な仕事のひとつであると考えております。 

本市におきましては、先の教育委員会会議におきまして大阪市内１つであった採択地区を４つの採択

地区といたしまして、それぞれの採択地区で教科書を採択することといたしました。 

選定委員会の構成は、より一層広い視野に立った採択ができるよう「学識経験者」として、大阪市立大

学大学院 教授であらせられる 添田様、また、大阪体育大学 教授であらせられる 岡崎様に委員を委嘱

しております。また、保護者や市民の意見を踏まえた調査研究の充実のため、保護者代表といたしまし

て、大阪市ＰＴＡ協議会から田矢様、今日ご欠席でございますけれども髙原様、橋本様、並びに久保様、

学校協議会委員代表として庄司様に委員を委嘱させていただいております。 

教科書採択は、教育委員会の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえたうえで適切に行うととも

に、保護者や地域住民等に対しまして説明責任を果たすことが重要となります。「採択の公平性、公正性・

透明性の確保」には、特に配慮してまいりたいと考えております。 

 教科書採択に対する保護者、市民、マスコミ等各方面の関心は非常に高く、採択後は採択結果とその理

由の公表、さらには、審議経過や選定委員のお名前等も、情報公開の対象になってまいります。 

本市におきましては、平成 27 年度の中学校社会科の教科書採択以降、市会で採択されました陳情書、

あるいは外部監察チームからの教科書採択にかかる「報告書」や、あるいは市会での議論を通じて、検討

すべき課題が出されており、特に、今回は４採択地区の教科書採択であることから、注目されることが予

想されます。 

  選定委員の皆様におかれましては、来年４月から４年間、本市の小学校の子どもたちが使用いたします

教科書の採択が公正かつ適正に行われますよう、公正確保の徹底に一層のご協力をお願い致しまして、

私からの挨拶と致します。よろしくお願いいたします。 

 

選定委員の委嘱及び任命と紹介 

（司会） 

  本来は、皆様に選定委員の委嘱状および任命状をお渡しすべきところでありますが、時間の都合によ

り、お手元の封筒の中に入れさせていただいております。ご確認ください。 

 それでは、選定委員の方々をお手元の座席表に従いまして、ご紹介させていただきます。 

 

○大阪市立大学大学院 文学研究科教授 添田晴雄 委員 

○大阪体育大学 教育学部教授 岡崎均 委員 

 ○大阪市ＰＴＡ協議会 田矢泰孝 委員    

 ○大阪市ＰＴＡ協議会 久保朋子 委員   

○学校協議会委員 庄司佳奈 委員 



 ○大阪市教育委員会事務局 学校教育推進担当部長 渡瀬剛行 委員 

 ○大阪市教育センター 首席指導主事 山口裕二 委員 

 ○大阪市教育センター 首席指導主事 樋口尚久 委員 

○大阪市立市岡小学校 校長 中谷和博 委員 

 ○大阪市立喜連東小学校 校長 杉本宏美 委員 

 ○大阪市立中大江小学校 校長 玉村恒夫 委員 

 ○大阪市立三津屋小学校 校長 豊岡真実 委員 

 なお、  

 ○大阪市教育委員会事務局 区担当教育次長 花田公絵 委員 

○大阪市ＰＴＡ協議会 髙原朝子 委員 

○大阪市ＰＴＡ協議会 橋本佳子 委員 

○大阪市教育センター教育振興担当課長 大澤啓司 委員 

 におかれましては、本日、公務、並びにお仕事のためご欠席でございます。 

 選定委員の皆様は、以上でございます。 

 続きまして、事務局側の出席者をご紹介いたします。 

 〇事務局 でございます。 

 ○飯田 学校力支援担当部長 でございます。 

 ○盛岡 中学校教育担当課長 でございます。 

○弘元 初等教育担当課長 でございます。 

 〇藤原 インクルーシブ教育推進担当課長 でございます。 

 ○冨山 教育活動支援担当 首席指導主事 でございます。 

 ○田中 総括指導主事 でございます。 

○青山 総括指導主事 でございます。 

 ○亀川 指導主事 でございます。 

 ○是澤 指導主事 でございます。 

 ○佐々木 指導主事 でございます。 

 

 以上でございます。 

 

選定委員の資格要件及び責務の説明 

（司会） 

続きまして、選定委員の資格要件及び責務について、青山総括指導主事が説明いたします。 

 

（事務局） 

それでは選定委員の資格要件及び責務について説明させていただきます。 

分厚いホッチキス止めの資料「令和２年度使用 小学校教科用図書の選定について」をご準備くださ

い。２ページをお開きください。「大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則」をご覧ください。 

第２条３項に「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員会の委員となることができな



い。」と示されております。 

ここでいう「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」とは、誓約書とともにクリップ止めをし

ております「誓約書記載上の注意」に記載しております。これは平成 28 年６月 20 日付の文部科学省初

等中等教育局長通知によるもので、「特定の教科用図書が採択されることにより、直接に利害または損害

を受ける者であり、例えば次にあげる者をいう。」として、 

  ア 教科書発行者の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族 

  イ 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上教科書発行者の事業の運営に重要な影

響力を有している者 

  ウ 教科書及び教師用指導書の著作・編集者（事実上、著作・編集に参加し、又は協力した者を含

む。） 

  エ ウの著作・編集者が団体である場合は、当該団体の役員及びこれに準ずる者 

  オ 教科書の供給の事業を行う者及びこれに準ずる者 

※ 教科書採択に直接の利害関係を有しないまでも、教科書発行者から個別に協力ないしは意見聴取

の依頼を受け、著作・編集活動に一定の関与を行うなど、特定の教科書発行者と関係を有する者

も含む。 

  となっております。 

また、おもな責務としては、規則の第２条第４項にありますように、「委員は職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」と示されております。 

以上の点をご理解いただくとともに、ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

誓約書の記入・署名・捺印・回収 

（司会） 

 委員の皆様におかれましては、ただ今の説明の趣旨をご理解の上、誓約書にご署名・ご捺印をお願いい

たします。誓約書は、お手元の封筒の中に入っておりますので、お出しいただけますでしょうか。 

保護者や学校協議会委員の皆様につきましては、所属・職名欄は「学校名・保護者」もしくは「学校名・

学校協議会委員」で結構でございます。 

それでは、ご署名・ご捺印をお願いいたします。 

 順次、係の者が誓約書を回収させていただきます。 

（朱肉のほうは、今準備いたしておりますので、もうしばらくお待ちください。） 

 

委員長及び副委員長の選出 

（司会） 

 ありがとうございます。続きまして、委員長及び副委員長の選出にうつります。 

「大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則」第４条では、「委員会に委員長及び副委員長を置

く。」とされており、その第２項に、「委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。」とされており

ます。選定委員長１名、副委員長１名を選出していただきたいと存じます。 

いかがさせていただきましょうか。 



 

（委員） 

ちょっとお尋ねしたいのですが、例えば、前回はどなたが委員長と副委員長を務めたのか、教えていた

だけませんか。 

 

（司会） 

昨年度、中学校教科用図書「特別の教科 道徳」の採択がありましたが、その際は、委員長が野嶋教育

センター所長、副委員長が、中学校教育研究会会長の石川校長でした。また、一昨年度の、小学校教科用

図書採択の際は、委員長が岡田教育センター所長、副委員長が小学校教育研究会会長の藤澤校長先生で

した。 

 

（委員） 

ありがとうございました。わかりました。それでしたら、今回は、委員長には、部長職として教育セン

ターの業務を担っておられる 渡瀬担当部長が適任ではないかなと思います。教科書の選定というのは、

たいへん責任が重いですし、本市の義務教育に関する専門性や経験が不可欠だと思いますので、それを

考えますと、渡瀬部長にお願いするのがいいのではないかと思います。また、副委員長は、先ほどの話で

したら、平成 29・30年度に倣いますと、現場のこともよくわかっておられて、子どもの実態をよく知る

校長先生がいいのかなと思いますので、小学校教育研究会の会長をなさっている 中大江小学校 玉村

校長先生に副委員長をお願いしてはどうかなと私は思いますがいかがでしょうか。 

 

（司会） 

ありがとうございます。只今、渡瀬委員に委員長を、玉村委員に副委員長をお願いしたらどうかという

ご提案がございました。いかがでしょうか。 

頷いている様子が伺えます。 

渡瀬委員と玉村委員にお願いしたいとのことでございますが、渡瀬委員、玉村委員いかがでしょうか。 

 

（渡瀬委員） 

非常に重責ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

（玉村委員） 

大変僭越なお話でございますが、精いっぱい務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。ただいま、ご承認の意を拍手でもって表していただいたと思います。ありがと

うございました。 

  では、委員長、玉村 副委員長、前のお席にお願いいたします。 

 

  選定委員長のあいさつ 



  （司会） 

それでは、ここで 委員長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

ただ今、大阪市教科用図書選定委員会の委員長としてご承認いただきました、大阪市教育委員会事務局 

学校教育推進担当部長の渡瀬剛行でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員長の就任にあたり、あらためて令和２年度使用教科用図書の選定における、我々選定委員会の責

務の重さを再確認したところでございます。 

指導部長のご挨拶にもありました通り、大阪市の教科書採択につきましては、前回と大きな違いがござ

います。前回の採択では、大阪市で各種目別に１つの教科書を採択しておりました。今回は、４つの採択

地区で教科書を採択することになります。 

選定委員会としましては、大阪市全体の課題を視野に入れながら、それぞれの採択地区の子どもたちが、

興味関心をもって、学力の向上に役立てることができる教科書を選定するための調査研究が必要だと感

じております。 

より適正かつ公正な調査研究に向け、委員長として、委員の皆様と共に精一杯尽力することを確認いた

しまして、私のご挨拶に代えさせて頂きます。 

 選定委員の皆様方、どうか、よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

 

教育委員会から選定委員会への諮問  

（司会） 

続いて、教育委員会から選定委員への諮問の交付をさせていただきます。諮問については、５月 28日

に行われました教育委員会会議で承認されております。 

それでは、渡瀬委員長、事務局より水口指導部長、よろしくお願いいたします。 

 

（水口指導部長） 

標題について、理由を添えて諮問します。 

令和２年度使用小学校教科用図書については、全ての教科書について新たに採択を行う必要がござい

ます。 

教科用図書の採択を行うにあたっては、必要な専門性を有し、公正・公平に教科書の調査研究を行うこ

とができる選定委員等により充実した調査研究がなされる必要があります。 

大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会においては、教育基本法、学習指導要領、大阪市教育振

興基本計画等に示された基本的な目標に基づいて調査研究をおこなうとともに、各教科用図書の特に優

れている点や、特に工夫・配慮を要する点を明確にし、採択権者が十分な審議を行えるよう、それぞれの

地区ごとにふさわしい教科用図書について報告するなど、採択権者である教育委員会の判断に資する答

申となるよう努めること。よろしくお願いいたします。 



 

≪水口指導部長から渡瀬委員長へ諮問書を手交する。≫ 

 

（司会） 

以上をもちまして、選定委員の委嘱及び任命、委員長の選出並びに諮問を終了させていただきます。ど

うもご協力ありがとうございました。 

なお、引き続きまして、第１回選定委員会が行われますので、よろしくお願いいたします。 

 

第１回選定委員会 開会の言葉 

（委員長） 

  引き続きまして、第１回選定委員会を開催いたします。 

  大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則に基づきまして、この会の進行・議長を務めさせて

いただきます委員長の渡瀬でございます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

まず、会の成立について、選定委員会規則第５条３項に基づき委員の過半数の出席がございますので、

会の成立を宣言いたします。 

なお、会則第５条５項により会議は非公開で行います。 

それでは、会次第に沿って進行させていただきます。 

  初めに、配付資料の確認を事務局より説明をお願いします。 

 

令和２年度使用教科用図書の選定について  

（事務局） 

失礼いたします。それでは、配付資料につきまして説明いたします。 

・まず、第１回 大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の 次第でございます。 

・次に、「座席表」。先ほどの、「誓約書記載上の注意」１枚でございます。 

・次に、「令和２年度使用教科用図書の選定について」と題する 47 ページの資料をホッチキス止めし

たものでございます。 

・令和２年度使用教科用図書「調査の観点（小学校用）」（案）でございます。 

・「答申資料（平成 30年度使用【小学校】）の道徳のプリント。 

・「ご来場の皆様へのアンケート」 

・「小学校学習指導要領（一部抜粋）」 

・「事務日程」が１通。 

・第２回 大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会【小学校】の開催のご案内 

・「発行者一覧」 

ここまでが、すべての選定委員の皆様にお配りしているものでございます。 

ここからは、選定委員のうち、本市職員以外の皆様にお配りしているものでございます。 

・「口座振替申出書」、「その提出の際の注意事項を記したプリント」 

・「交通費の経路について（参考）」と題するプリント、「個人番号（マイナンバー）提供用紙」でござ

います。 



 

続きまして、教育センター・指導部職員以外の本市職員の皆様にお配りしているものでございます。 

・「口座振替申出書」、「その提出の際の注意事項を記したプリント」 

・令和元年度 教科書採択事業 市内出張交通費請求明細書とその書き方見本でございます。 

以上でございます。 

              

（委員長） 

ありがとうございました。つぎに、令和２年度使用教科用図書の採択と関係法令等につきまして、事務

局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

失礼いたします。 

まず、今回の教科書採択について説明させていただきます。 

前々回は、平成 29年度「特別の教科 道徳」の小学校教科書１種目のみの採択、前回は、平成 30年度

「特別の教科 道徳」の中学校教科書１種目のみの採択でした。今回は、４採択地区で、国語・書写・社

会などの全種目についてそれぞれ１種類の教科書を採択する原則４年に１度の採択替えです。 

次に「根拠法令等」について説明いたします。 

ホッチキス留めの冊子「令和２年度使用小学校教科用図書の選定について」をご覧ください。１ページ

に「執行機関の附属機関に関する条例」を掲載しております。これにより、この選定委員会は教育委員会

の附属機関となっています。いわゆる審議会という位置づけでございます。 

この条例のもと「大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則」（以下、「規則」と申します）を

定めています。２ページ～３ページをご覧ください。先ほどより、２ページの中ほど、第２条第３項は誓

約書をお書きいただいた際に、第４条は委員長及び副委員長の選出の際に、第５条第３項には会議の成

立の際に、それぞれ、この規則に基づいて進めて参ったものでございます。 

続きまして、「採択の手順や仕組み」について、ご説明申しあげます。 

５ページには、諮問から、調査研究、答申、採択までの手順が書かれております。 

６ページの「採択の仕組み」をご覧ください。教科書採択の権限と責任は、大阪市教育委員会にござい

ます。教育委員会は、本選定委員会に教科書選定についての諮問をおこないます。そして、諮問に応じて

調査研究していただくわけですが、規則の第６条には、「選定委員会は、義務教育諸学校の教科用図書の

無償措置に関する法律第 12条の規定に基づき設定されている採択地区ごとに地区調査会及び専門調査会

を、学校ごとに学校調査会を置く」としています。選定委員会の枠内の下の地区調査会、専門調査会、学

校調査会でございます。 

まず、学校調査会の調査に関わる者は、各学校の校長、教員で構成されております。各学校の地域や児

童の実態に応じた視点で調査研究を行います。専門調査会の調査に関わる者は、各種目について専門性

の高い校長や教員で構成されております。専門調査会は、専門的な立場で調査研究を行い、各地区の学校

調査会の結果を加味した調査研究の結果を地区調査会に報告します。地区調査会は、教育長が指名する

区担当教育次長、及び、指導主事で組織されており、それらの調査結果をとりまとめ選定委員会に報告し

ます。 



次回以降の選定委員会において、教育委員会への答申についてのご議論をいただくこととなります。 

 

８ページの地図をご覧ください。採択地区割りでございます。４地区それぞれの地区調査会の代表とし

まして、 

第１地区は、西淀川区の塩屋区担当教育次長 

第２地区は、都島区の大畑区担当教育次長 

第３地区は、大正区の吉田区担当教育次長 

第４地区は、生野区の山口区担当教育次長 

に担当していただきます。 

９ページの表をご覧ください。今回の見本本の発行者別一覧です。種目ごとに、この中から１者を採択

します。これらの発行者名は略称です。正しい名称につきましては、別紙を入れていますのでご参照くだ

さい。（なお、信州教育出版につきましては、各教科書センターへの教科書見本本の配付はございません

でした。） 

10ページは、市民が教科書を閲覧する機会を確保するため市内 31か所に設置しています教科書展示会

場と展示期間の一覧です。見本本もここで閲覧できます。 

続きまして、「関係法令等」についてです。 

11 ページからは採択にかかわる根拠となる法令や文部科学省の通知等を参考資料として添付していま

す。お時間を取りますが、かいつまんで説明させていただきます。 

11 ページは、下段の「無償措置法」第 14 条と、施行令第 15 条に、教科書採択の定義や、同一教科書

を採択する期間が４年であることが書かれています。今回採択する教科書は、４年間使用します。 

12ページの中程「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置法に関する法律施行規則の漢数字「二」に、

あってはならないことですが、「採択に直接の関係を有する者の不公正な行為があったと認められる場合」

に採択をやり直すという条文です。 

次に、14ページの一番下、「採択結果及び理由の公表」です。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律第 15条の３行目、「教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、(中

略)採択した理由その他(中略)省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。」とあります。 

文部科学省の通知文等で公正性・透明性が求められる中、本市におきましては、先日の市会の中で、選

定委員会の議事録についての質疑があり、教育委員会としましては、「今後は選定委員会の議論の経過に

ついてより分かりやすい議事録を作成し、教科書の採択後はホームページに掲載するなど、速やかに公

開していくよう検討する」と答弁しています。 

この選定委員会は、大阪市の条例に基づく審議会ですので、条例や規則に基づき、採択後には、報告資

料や議事録などを公表してまいります。皆様のお名前につきましても、外部からのあらゆる働きかけに

左右されることなく、静ひつな環境を確保するため、今は名簿を非公開としていますが、教科書が採択さ

れた後は、情報公開請求があれば公開の対象となります。会議でのご発言については、現在のところ、議

事録の中で、発言者氏名を非公開とし、発言内容を全て公開する予定です。公文書公開の原則では、発言

は全て議事録に載り、採択後にホームページ等で公開となる予定です。ご了承ください。 

次に、15 ページにあります、大阪府教育委員会からの通知ですが、１番下の丸印の「１」に、採択の

基準について記載されています。一番下の（1）の「ア 採択地区の教育的諸条件を勘案し、地域や児童



の実態に応じて最も適切な教科用図書を採択すること」とあります。 

次に、少し飛ばしまして、23ページ以降は、文部科学省からの通知文となっています。この平成 31年

３月 29日付けの文部科学省初等中等局長の通知文に、今回の採択事務の進め方の根拠となる指示が記載

されています。 

まず、23ページは「教科書採択における公正確保の徹底等について」となっています。 

24 ページの９行目「教科書の調査研究を行う調査員等についても、教科書採択に直接の利害関係を有

する者を選任することは不適当」またその下、「直接の利害関係を有しないまでも、教科書発行者から個

別に協力ないしは意見聴取の依頼を受け、著作・編集活動に一定の関与を行うなど、特定の教科書発行者

と関係を有する者を選定審議会の委員又は調査員等として選任することは適当ではない」とあります。

先ほどの誓約書は、これらと同一の考えに基づきます。 

次に、30～31 ページ「(２)教科書の調査研究の充実について」の２つ目の丸印の段落、その４行目、

「その際、より幅広い視点からの意見を反映させるために、保護者等の意見を踏まえた調査研究の充実

に努めること」とございます。これを受けて、本委員会では、保護者等の代表として大阪市ＰＴＡ協議会

や学校協議会のご代表の皆様に入っていただいております。より幅広い視点でのご意見をよろしくお願

いいたします。 

32ページ「（５）教科書採択に関する情報の公表について」には、先ほどの無償措置法やその施行規則

のところでもご説明しました「教科書採択に関する情報の積極的な公表」について書かれています。 

以上、「教科書採択についてと関係法令」についてご説明申しあげました。 

 

（委員長） 

ありがどうございました。採択についてと関係法令について、何か質問はございませんでしょうか。 

特にないようでしたら、つづきまして「調査の観点」についてお諮りいたします。 

調査の観点については、この後にご審議いただき、本日の選定委員会で決定いたしますので、よろしく

お願いいたします。まず、事務局に説明をお願いします。 

 

（事務局） 

続いて、「調査の観点」と調査の方法について説明させていただきます。 

「調査の観点（小学校用）」（案）という冊子をご覧ください。ホッチキス止めになっております資料で

ございます。これは、専門調査や学校調査における留意事項を示したもので、この選定委員会で定めてい

ただくものでございますが、教育委員の皆様の助言をふまえ、まず事務局案としてご提示いたしており

ますので、ご審議いただきますようお願いいたします。順にご説明申しあげます。 

１ページには、教科用図書の調査及び研究にあたっての留意事項として、（１）調査の基本的態度につ

いて、「めざすべき目標像」や「基本となる考え方」など、平成 29年 3月に改訂されました「大阪市教育

振興基本計画」との関連性を示しています。また（２）には、大阪市の教育施策との関連性に基づいて調

査及び研究をすることについて、大阪市教育振興基本計画の２つの最重要目標と、重点的に取り組むべ

き施策について示しております。 

２ページには、今日的な教育課題について示しております。これらは、先日の教育委員会会議の中で、

教育委員からご意見をいただいた内容をもとに作成しています。 



１つめとしまして「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」、２つめとしまして「論理的

思考力・判断力・豊かな表現力等の育成」、３つめとしまして、「道徳教育を通した、豊かな心や創造性の

涵養」を挙げております。また、これらの主な内容につきましては、来年度から本格実施となります新学

習指導要領にも含まれており、以上の観点を踏まえつつ、新たな時代を生きる子どもの視点に立った配

慮・工夫がなされているかについて、調査及び研究を行うようお願いいたします。 

２ページ中段から３ページにかけまして、調査会を構成する者の資格要件及び責務を示しております。 

続いて、４ページから各種目の選定基準がございます。国語のページをご覧ください。 

左側にあります項目についてまず説明させていただきます。 

項目１にあります①②は、大阪市教育振興基本計画の２つの「最重要目標」についてあげさせていただ

いております。続いて③④⑤は、「今日的な教育課題」に基づいた観点です。 

続いて、項目２は、学習指導要領の記述より観点を挙げています。当然、この辺りが内容面の調査研究

においてメインになります。これらも、網羅的ではありますが、学習指導要領等をできる限り生かしたも

のになっております。また、過去の選定資料の方も参考にさせていただいております。これとは別に参考

としまして一番分厚いホッチキス止めの小学校学習指導要領一部抜粋を配付させていただいております。

ご参考ください。 

続いて、項目３は外的要素について、項目４は構成・配列について、項目５は資料・その他について、

観点としてあげています。以上、項目について説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。冊子に基づきまして、最後に選定基準の中の項目についての説明があったと

思います。 

ここまで、ご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、続きまして、

教科について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

では、ここからは種目別の調査の観点について説明させていただきます。さきほど説明いたしました。

項目の１、３、５はすべての種目で共通のものとさせていただいております。項目の２は、種目ごとに違

いがありますので、今から読み上げさせていただきます。 

まずは、国語・書写・社会・地図の４種目について説明させていただきます。 

まず国語でございます。２の内容の取扱いについて 

① 日常生活に必要な国語の特質を理解し適切に使うことができるような内容が取りあげられているか。 

②  人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や想像力を養うことについて適切な内容が取りあげ

られているか。 

③  言葉がもつよさを認識し、言語感覚を養い、国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその能力の向

上を図る態度を養うことについて適切な内容が取りあげられているか。 

④ 漢字や入門期の文字を含む語彙を段階的に獲得し、活用することについて、児童の発達の段階を考

慮した内容になっているか。 

⑤ 読書に親しむ態度の育成を通して読書習慣が形成されるよう配慮されているか。 



⑥  活動場面の設定や多様な学習活動の組み合わせについて工夫されているか。 

 続いて、書写でございます。 

① 姿勢や筆記具の持ち方を正しくして書くことについて配慮されているか。 

② 点画の書き方や文字の形、文字の組立て方に注意しながら、筆順に従って丁寧に書くことについて

配慮されているか。 

③ 点画相互の接し方や交わり方、長短や方向などに注意して、文字を正しく書くことについて配慮さ

れているか。 

④ 漢字や仮名の大きさ、配列に注意して書くことについて配慮されているか。 

⑤ 毛筆を使用して、点画の書き方への理解を深め、筆圧などに注意して書いたり、穂先の動きと点画の

つながりを意識して書いたりすることについて配慮されているか。 

⑥ 用紙全体との関係に注意して、文字の大きさや配列などを決めるとともに、書く速さを意識して書

くことについて配慮されているか。 

⑦ 目的に応じて使用する筆記具を選び、その特徴を生かして書くことについて配慮されているか。 

社会でございます。 

① 社会生活についての理解を深めたり、情報を適切に調べまとめる技能を身に付けたりすることにつ

いて、適切な内容が取りあげられているか。 

② 社会的事象の意味を多角的に考えたり、社会への関わり方を選択・判断したりすることについて、適

切な内容が取りあげられているか。 

③ よりよい社会を考えようとする態度を養うことについて、適切な内容が取りあげられているか。 

④ 観察する力や資料を活用する力などを育むよう工夫されているか。 

⑤ 体験的な活動や問題解決的な学習などが展開しやすいよう工夫されているか。 

⑥ 地域社会の一員としての自覚を持つことができるよう配慮されているか。 

最後７ページの地図でございます 

① 地図活用の基礎的･基本的な知識と技能が身につくように、具体的な地図の活用の仕方が明記されて

いるか。  

② 身近な地域や市区町村の様子を読み取ったり、比較したりしやすいよう工夫されているか。 

③ 日本の国土や都道府県の様子を読み取ったり、比較したりしやすいよう工夫されているか。 

④ 日本の食料生産や工業生産、環境、国土の保全などの学習にあわせて、活用できるように工夫されて

いるか。 

⑤ 世界の国々の概要や特色、日本との結びつきについて、わかりやすく、興味や関心をもって異文化理

解が深まる表現になっているか。 

⑥ 第３学年から第６学年まで、社会科の教科書の補完や発展的な内容に対応できる構成や内容になっ

ているか。 

⑦ 他教科や実社会・実生活と関連付けられるように配慮されているか。 

 なお、地図につきましては、４の構成・配列のところが他教科とちがっております。 

① 児童の発達段階や興味関心を考慮した構成・配列になっているか。 

② 社会科の学習内容と関連づけながら、活用できるよう工夫されているか。 

以上でございます。 



 

（委員長） 

ありがとうございました。まず国語と書写と社会と地図ということで、項目２の内容の取り扱い、ま

た、地図については項目４の構成・配列について説明があったと思いますが、項目２の内容の取扱いにつ

きましては、学習指導要領の記述より観点をあげており、学習指導要領に沿ったものであると前段で説

明があったと思いますが、今の４つについて何かご意見・ご質問ありましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

失礼いたします。全体的な構造は、よくわかったのですけれど、１の大阪市教育振興基本計画等々の関

連のところの②体力の向上について。体育の教科書はないのですけど、なぜこの文言が入っているのか、

よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

１の項目の②の体力の向上の文言がはいっていることについて、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

直接的に、体力の向上に関わるのは、種目によって難しいところはありますが、様々な種目の中で、体

験的な学習であるとか、観察であるとか、体を動かしながら活動する場面とかそういったところで、より

活動的に子どもたちが活発に学習に参加する、様々な活動を通してというところで、直接的に結びつく

ところではないのですが、そういったところを見ていただければと考えております。 

 

（事務局） 

補足をさせていただきます。体力の向上と申しますと、動き回るだけの体力、たとえば、健康であると

か、自分の体のことを知る、社会全体の生きやすさであるとか、勘案していく必要があるのかなと思って

いる次第であります。そのあたりは各教科の中において、その中の視点がどうあるのかをできれば見て

いただければありがたい。体育だけでなくて、たとえば理科、保健だけでなく、あるいは家庭科なんかも

少し勘案いただければありがたいと思います。この２つの目標は、大阪市の教育の中で、根底に流れてい

るところでございますので、それについて外すことにはならないのかなと思います。 

 

（委員長） 

項目の１の①②については、大阪市の教育振興基本計画の最重要目標の２つということで各教科等の

中でこの文言は外すことではないということです。この件以外で、他、何かないでしょうか。 

 

（委員） 

確認の意味ですけど、構造としては、１の大阪市教育振興基本計画の中で①②が直接的に大阪市の振興

基本計画から出て、③④⑤はそれを踏まえながら、学習指導要領の内容等も踏まえて、と私は理解したの

ですが、その時に、言わずもがなですが、あくまでも大阪の子どもが安心して成長できるように、あるい

は大阪の児童の発達の特性も踏まえてと、そういうふうに解釈すべきかなと私は思っております。特に



今年からは、それぞれの区ごとの児童の発達、特性、そういうことを明確には書いてありませんが、そう

いうことも読み込んで、解釈するということでよろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

委員の方から、③④⑤については、大阪の、という捉えでよろしいでしょうか。また、さらに今回は４

つに分かれますので、それぞれの地区の今日的課題、そういうイメージで③④⑤は解釈するということ

で、よろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 どうもありがとうございます。今、おっしゃっていただいた通りのことを私たちも感じておりまして、

今回４つの採択地区になるということであれば、それぞれの採択地区ごとに、もちろん様々な違いがあ

るとは思いますけども、その地区に応じた形での選定の形をしていく必要があるのかなと思いますので、

その③④⑤につきましても、学習指導要領並びに大阪市教育振興基本計画等々の中に出てくる部分を、

区の中で、採択地区の中でどうなのかあたりを考えていただいて答申を作成していただく、調査をして

いただくことになるかと思います。本当に貴重なご意見ありがとうございます 

 

（事務局） 

そして、付け加えてなのですけども学校でそれぞれ調査していただくのですが、その時にこれらの観点

に基づいて、自分の学校の子どもたちにとってという視点でそれぞれの学校で調査していただきますの

で、学校からあがってくる調査結果も、それぞれの子どもたちの実態であったり、登校状況であったりと

いうことも反映されてあがってくると思いますので、それらもすべて総合して、選定委員会でと考えて

おります。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。大阪市の、またそれぞれの採択地区の、またそれぞれの学校のそういった 

今項目１についてのご意見伺いましたけども、２のところの国語、書写、社会、地図について、地図は４

も入っていますが、この辺りはよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

度々すいません。今回は、指導要領の改訂が含まれていますので、先ほど１番のところでいきますと①

②はおいといて③の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善という項目とそれから４番目の

論理的な思考力・判断力、豊かな表現力、これが２番の内容の取扱いとどこまで落とし込まれているかと

いうことが結構重要になるのではないかなと思います。２番の中の内容の取扱いのこの学習指導要領に

うまく項目でまとめていただいているのですけど、いわゆる各教科の見方、考え方の育成であるとか、そ

ういったところがポイントになるのかなと思いますので、特にその３番、４番を重点的に選定がたって

ですね、調査の報告書記載にあたって意識しながら、報告を作成していただくというのは、重要なんじゃ

ないかなと思います。これは教科書レベルにどう落とし込むかというのは難しいのですけども、くれぐ

れも先生方の目で見て頂きたいなというのが意見です。それから私は、社会科屋さんですので専門のと



ころで少しご意見を言わせてください。６ページの内容の取扱いの④と⑤ですね、④観察する力とあり

ますが、むしろ観察する力という文言では以下のような関係がありますので、この次の欄やはり資料を

活用することがまず前面に出てくるのではないかと、でその後に例えば３年生とか４年生に調査見学活

動というのがありますから、そういったものの方がそういう視点で先生方に見ていただけるのではない

かというのがひとつ。それから５番目については、これも同じく体験的な活動や問題解決的な学習とあ

りますけど少なくとも社会科は技能教科でなくて内容教科でありますので基本的には問題解決学習です

から、やはり問題解決学習を前面的に出していただいて体験的な学習というのは後ろの方に入れ替えて

より強調して頂く方が良いのではないかなと思います。 

 

（委員長） 

はい、それでは２点だと思いますが、まずそれぞれの項目１の３番４番③④主体的・対話的で深い学び

に向けた指導改善という視点と４番の思考力、判断力、表現力という視点が内容の取扱いにどれだけ落

とし込まれているかというところをしっかり見るというところが１点、まずこの点については何かあり

ますか。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。1番は全ての種目で共通の視点としております。それら主体的・対話的、

深い学びであったり、論理的な思考力・判断力・表現力という風に共通にしているんですが、２番の内容

の取扱いのところで各種目の特性に応じた表し方をしておりますので、先ほどご指摘いただいた通り２

番のところでしっかりとそれぞれの種目の特徴に応じた調査をしていきたいと思っているところでござ

います。 

 

（委員長） 

１点目はよろしいでしょうか？２点目のご指摘を受けて、社会の内容の取扱いの方で④の観察する力

という部分を資料を活用する力という部分で、資料を活用する力を前面ということでよろしいですね。

それから⑤の方も体験的な活動を問題解決的な学習、これも問題解決的な学習を前面的に出すというよ

うなご意見であったと思うんですけども、これについてはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。ご指摘いただきましたように、まず④の方は、資料を活用する力を先に

持って参りまして、その後、先ほどあった３年生４年生調査見学活動等が連結するようにといった記載

で変更させていただきたいと思います。⑤につきましても問題解決的な学習を前に出しまして、その後

に体験的な活動、語順を入れ替えたいと思っております。 

 

（委員長） 

そういたしましたら④については、資料を活用する力を前に出して観察する力を削除で文言を替えて

調査見学活動、こういった風に変えていく、今のご意見も踏まえてと、そういう方向でよろしいでしょう

か。はい、それ以外に何かあればお願いします。 



 

（委員） 

確認ですけども、学習指導要領には各教科の見方・考え方の提示がありますけれども、それからやは

り、各教科の何が特徴かというのが目標のところに、願いや思いが込められていると思います。社会で言

いますと、社会的な見方・考え方があって、課題を追究したり、解決したり、これが大きく、ただ単に歴

史を学びますとか調べますということではなくて、課題を追究する解決するという社会的表現が学習指

導要領に盛り込まれているのですね。それでいうと、文言のところでこの言葉が見えないので、あれ、と

思ったのですけども、ここのところが６ページで言いますと②の多角的考えだとか、あるいは選択、判

断、このあたりが課題を追究したり解決したりという風な、受けとっているところではないかなと私は

解釈します。そういう風なことなのだということでよろしいでしょうか？ 

 

（委員長） 

社会の内容の取扱いについて、社会については、課題の追究というところが学習指導要領に、思いを込

めて書いてあると。その代わりの言葉として選択・判断という言葉があるのかということですが、その辺

はどうでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。今、ご指摘いただきましたので少し付け加えたいと思います。②のとこ

ろ社会的事象に多角的に考えたり、社会の関わり方を選択・判断したりするなど課題を追究したり解決

の力を育むなどといった表現に改めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

今、そうしましたら事務局の方から課題追究というところの文言を盛り込むということですが、よろし

いでしょうか。はい、そうしましたら次に移りたいと思います。次の種目について説明を委員会の方でよ

ろしくお願いします。 

 

（事務局） 

次に算数、理科、生活、音楽について説明させていただきます。 

８ページ、お願いいたします。算数でございます。①数量や図形などについての基礎的基本的な概念

や性質などを理解することができるよう工夫されているか。②日常の事象を数理的に処理する技能を身

に付けることができるよう工夫されているか。③見通しをもち、筋道を立てて考察する力を養うよう工

夫されているか。④基礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし、統合的・発展的に考察する

力を養うよう工夫されているか。⑤数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的

に応じて柔軟に表したりする力を養うよう工夫されているか。⑥具体物の操作、日常の事象の観察

など、具体的な体験を伴う学習について、適切にとりあげられているか。 

９ページ理科でございます。①自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験などに関する

基本的な技能を身に付けることについて適切な内容が取りあげられているか。②観察、実験などを

行い、問題解決の力を養うことについて適切な内容が取りあげられているか。③自然を愛する心情



や主体的に問題解決しようとする態度を養うことについて適切な内容が取りあげられているか。④

自然体験、科学的な体験など十分に行えるよう工夫されているか。⑤日常生活や社会との関連につ

いて工夫されているか。⑥安全の確保や事故防止について適切に取り扱われているか。 

続いて 10ページ生活でございます。①自分自身、身近な人々、社会及び自然の特徴やよさ、それ

らの関わり等に気付くことができるよう工夫されているか。②生活上必要な習慣や技能を身に付け

ることができるよう工夫されているか。③身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、自

分自身や自分の生活について考え、表現することができるよう工夫されているか。④身近な人々、

社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をもって学んだり生活を豊かにしたりしようとする態度

を養うよう工夫されているか。⑤見付ける、比べる、たとえる、試す、見通す、工夫するなどの多様

な学習活動について工夫されているか。⑥幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るよう工夫

されているか。 

11ページ音楽でございます。①曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解することができるよ

う適切な内容が取りあげられているか。②表したい音楽表現をするために必要な技能を身に付ける

ことができるよう適切な内容が取りあげられているか。③音楽表現を工夫することや、音楽を味わ

って聴くことができるよう適切な内容が取りあげられているか。④音楽活動の楽しさを体験するこ

とを通して、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとともに、音楽に親しむ態度を養い、

豊かな情操を培うことができるよう適切な内容が取りあげられているか。⑤表現の活動、鑑賞の活

動、[共通事項]の扱いについて、児童の発達の段階を考慮した内容になっているか。⑥表現および

鑑賞領域において、思考、判断し、表現する一連の過程について工夫されているか。以上でございま

す。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございました。算数、理科、生活、音楽ということで内容の取扱いについての説明を

いただきました。この説明につきましてご意見ございませんでしょうか。はい、お願いします。 

 

（委員） 

先ほど委員のご意見の中で私も気が付いたのですけれども、例えば理科のところでは、指導要領の目標

のところに自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力、そういったと

ころ、理科の見方考え方にかかってくるところなので、これは問題解決の力を養う９ページに書かれて

いますけれども、やはり科学的に解決していく、そういったものが多少、先ほど社会科でも言われていた

ような形で入れていく方がより鮮明になるのではないかなという感じがしますけれども。 

 

（委員長） 

はい、理科の方ですが、科学的解決という文言を入れていく方が良いのではないか、問題解決の力とい

う部分は置いておくけれども科学的解決、学習指導要領にも指定されているというところで、その辺ど

うでしょうか。 

 

（事務局） 



はい、ありがとうございます。そうしましたら理科の②のところを、観察、実験などを行い、科学的に

問題を解決する力を養う、と。 

 

（委員） 

指導要領の最初の目標のところにそういった文言がありますので少しこう例にしてくだされば。 

 

（事務局） 

わかりました。 

 

（委員長） 

科学的に問題を解決する力、はい、どうぞ。 

 

（事務局） 

失礼します。今回、学習指導要領におきまして、やはり評価の中でどのような見方・考え方をしていく

のというのがすごく問われているところがございます。その辺りがやはりちょっと今、ご指摘いただい

ているように欠けているのかなという風に感じておりますので、もちろん理科もそうですし、社会もそ

うですし、算数もそうですし、その辺り、各教科における見方・考え方ということが少し内容の取扱いの

ところで触れることができるようにさしていただけたらと思います。ここで今すぐとはなりませんけど

も次回までには、その辺りの観点も踏まえて内容の取扱いの方はできたらなという風に思っておるので

すが、これを基に調査研究して頂くことになるのでその辺りを入れたものを調査研究の方に渡していこ

うと思っております。 

 

（委員長） 

見方・考え方という観点ですね。それぞれの評価に取り入れていくというところです。 

 

（委員） 

補足説明のところでしていただければと思うのですけども、生活の 10ページのところなのですけれど 

も、具体的な活動や体験を通してと学習指導要領に書いてあるのですけれども、特にこの生活というの

は身近な人々というのは大阪市のそれぞれの学校区の人たちというところがかなり意識しないといけな

い、文言の訂正ということではなくて補足説明のところでですね、身近な人々というのはですね、特に大

阪のあるいは校区の人々なのだというところを強調していただければと思います。 

 

（委員長） 

はい、文言の訂正ということではないけれども説明がほしいというところで学習指導要領にも具体的

な活動や体験を通してと示されている中で身近なというところの補足を説明のときにほしいと。よろし

いですか。 

 

（事務局） 



わかりました。 

 

（委員長） 

他、ございませんでしょうか。ないようですので、それでは最後ですね。５教科について委員会の方か

らお願いします。 

 

（事務局） 

失礼します。最後に図画工作、家庭、保健、英語、道徳について説明させていただきます。 

まず 12 ページ図画工作です。①造形的な視点についての理解や創造的につくったり表したりする

ことについて適切な内容が取りあげられているか。②創造的に発想や構想をしたり、自分の見方や

感じ方を深めたりすることについて適切な内容が取りあげられているか。③つくり出す喜びを味わ

うとともに、感性を育み、楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い、豊かな情操を培うこ

とについて適切な内容が取りあげられているか。④表現の活動、鑑賞の活動、[共通事項]の扱いに

ついて、児童の発達の段階を考慮した内容になっているか。⑤表現および鑑賞の相互の関連につい

て工夫されているか。⑥材料や用具の安全な扱い方などについて、事故防止に留意されているか。 

13 ページ家庭でございます。①日常生活に必要な基礎的な知識・技能を身に付けることについて

適切な内容が取りあげられているか。②日常生活の中から問題を見いだして課題を解決する力を養

うことについて適切な内容が取りあげられているか。③家族の一員として、生活をよりよくしよう

と工夫する実践的な態度を養うよう配慮されているか。④実践的・体験的な活動について工夫され

ているか。⑤生活体験と関連づけた問題解決的な学習について工夫されているか。⑥安全や衛生等、

事故防止に対する配慮がされているか。 

14 ページ保健でございます。①身近な生活における健康・安全の知識・技能について適切な内容

が取りあげられているか。②自己の課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、他

者に伝えることについて適切な内容が取りあげられているか。③健康の保持増進をめざし、楽しく

明るい生活を営む態度について適切な内容が取りあげられているか。④具体的な体験を伴う活動に

ついて工夫されているか。⑤心と体の健康と発育に関する課題を解決する学習活動について工夫さ

れているか。⑥運動、食事、休養及び睡眠について、食育の観点も踏まえつつ、健康的な生活習慣の

形成に結び付くよう配慮されているか。 

15 ページ英語でございます。①言語や文化に対する理解や実際のコミュニケーションにおいて活

用できる基礎的な技能について適切な内容が取りあげられているか。②目的や場面、状況などに応

じて、自分の考えや気持ちなどを伝え合うことについて適切な内容が取りあげられているか。③主

体的に英語を用いてコミュニケーションを図ることについて適切な内容が取りあげられているか。

④興味・関心のある題材や、言語材料（語・連語や文構造等）の分量や掲示の仕方について、児童の

発達の段階を考慮した内容になっているか。⑤音声と文字との関連付けや、音声指導に当たっての

基本的な語や句、文の取り扱いについて工夫されているか。⑥ペア・ワーク、グループ・ワークな

ど、学習の目的や場面、状況に対応した学習形態の設定について工夫されているか。⑦身近で簡単

な事柄について、聞いたり話したりするとともに、自分の考えや気持ちなどを伝え合う基礎的な力

を養うよう配慮されているか。 



16 ページ道徳でございます。①自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方につ

いての考えを深められるよう適切な内容が取りあげられているか。②悩みや葛藤等の心の揺れ、人

間関係の理解等の課題も含め、児童が深く考えることができるよう適切な内容が取りあげられてい

るか。③発達の段階や特性を考慮し、指導のねらいに即した内容となるよう配慮されているか。④

身近な社会的課題を自分との関係において考え、その解決に寄与しようとする意欲や態度を育むよ

う配慮されているか。⑤自らを振り返って成長を実感したり、これからの課題や目標を見付けたり

することができるよう工夫されているか。⑥問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習

等が適切に取り入れられるよう工夫されているか。⑦人間尊重の精神に基づき、人間としての在り

方や生き方について考えを深められるよう取り扱われているか。下の４構成・配列のところを読み

上げさせていただきます。①内容項目の全体の効果的な指導が行えるよう、年間にわたり、また６

年間を見通して構成・配列されているか。②学んだことをさらに深く心にとどめたり、これからの

思いや課題について考えたりすることができるよう工夫されているか。以上でございます。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。図画工作、家庭、保健、英語、道徳ということでございます。道徳につい

ては、構成・配列についても説明がありました。今の説明につきまして何かご質問ご意見ありましたらよ

ろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

調査の観点の冊子の１ページ目のところに大阪市教育振興基本計画、四角囲い、基本となる考え

方の３行目のところにですね、グローバル化が進む国際社会においてというこの観点が大阪のひと

つの特徴ではないかと思うのですが、それでもう過ぎたのですけど社会のところのね、このところ

にあまりなくて、社会の右に書いてある地図帳のところは、異文化理解というのが書いてあったん

でセットで良いのかなと思ったのですけど、英語のところの観点がちょっと抜けているかなと思い

ました。と言いますのは、今日配っていただきました小学校学習指導要領の冊子の 199 ページ目標

の（３）のところに外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、これが結構

ポイントなのです。他者に配慮しながら、こういったこと新しい学習指導要領の前文にもですね、

色々な多様な価値観がある人と一緒に暮らしていくのだ、そういうために力をつけるのだというの

が前文にも記載がありますけれども、英語のところにはそういう記載があったと思うのです。具体

的には 136 ページの内容の取扱いの（３）のカタカナのイのところにですね、英語を使用している

文化背景、そういったものを理解しましょう、（ア）は、多様な考え方というものがありますので、

この観点がやはりどっかちょっとほしいなと思いました。15 ページ、調査の観点の後ろから、いち

ばん後ろのページの 15ページのところで言いますと①のところはかろうじてそれなのですね。言語

や文化に対する理解っていうのが、かろうじてそこのところがそうなのですが、私の日本語力の限

界かもしれないんですけど、ひとつはおそらく言語や文化に対する理解について適切な内容が取り

あげられているかというところと、基礎的な技能について適切な内容が取りあげられているか、ま

あそういう並列でとるというのがおそらく書かれた人の意図でないかなと思うのですけども読み方

によるとですね、そこのところは、言語や文化に対する理解というのが基礎的な技能について、行



く行くは基礎的な技能をつければ英語なのだという風に捉えかねないなあという風に思いました。

ここも②～⑦も結局は技能的なことなのですね。英語を学習するときに文化を学習するという非常

に大きなミッションがあると私は考えておりますので、それを表すためにちょっとここから先はね、

大胆にね中々出てこないのですが、ひとつは順序をひっくり返す。①の順序をひっくり返す。実際

のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能について及び言語や文化に対する理解につ

いて適切な内容が取りあげられているか。という風にするとですね、少なくともこの文化の理解に

関しては、やらなければならないということが伝わるかなという風に思うのですが、いかがでしょ

うか。それがベストかどうかはわからない。言語や文化に対する理解、文化理解とか他者、価値観が

違う人が世の中にいるのだというのを英語の活動を通じて学んでほしい、それが特に大阪の特徴で

もあるのだというのが出るような表現にしていただきたいというのが私の意見です。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。本市の教育振興基本計画の基本的な考え方というところでグローバル

化が進む国際社会という文言や、また外国語についての目標、学習というところで異文化に対する

理解、他者への配慮というところでもっと切り開くような形のものが良いのではないかというとこ

ろで①を少し基礎的な技能について及び言語や文化という形で並列することで少しは近づけるかな

というところかと思うのですけども、事務局、どうでしょう。お願いします。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。ご指摘いただいた通り、技能面だけが特化して見える形ではなく

って、異文化理解であったり、他者への理解であったり、そういう言葉も少し全面に出るように、ち

ょっと調整させていただいて必ず盛り込ませていただきますので、ありがとうございます。 

 

（委員長） 

他、ございませんでしょうか。 

 

（委員） 

社会に戻るのですけれども、４月に小学校に校区探検というのがありまして、保護者で付き添いで行か

してもらったんですけども、その時に各班に分かれてこの班はここという割り振りがあったんですけど

校区を見ながら、お墓のマークはこれやと、そういう風な感じでバス停があったり、公衆電話があったり

公園があったりということで、そういう意味で観察はしていたので、先ほど言われていた、４番の内容の

取扱いの観察する力の削除、そういう意味では削除しなくてもいいんじゃないかなぁという風に思った

んですけども。 

 

（委員長） 

子ども達の体験活動の中で観察するという力を身につけていくということで観察する力という言葉も

残すという、これはどうでしょうか。 

 



 

（事務局） 

はい、ご意見ありがとうございます。先ほど修正をしました「資料活用する力」のあとに、調査・見学

活動というのをそういった社会的事象をしっかり捉える力というところも、ちょっと表現を考えさせて

いただいた上で、観察という言い方になるのか、あるいはしっかり身近なものを見るといった意味合い

は含むようにいたしますので、少し考えさせていただいてから、そのような視点はいれるようにいたし

たいと考えます。 

 

（委員） 

失礼いたします。ただいまのご指摘に対して、感じたことを申し上げていきたいと思います。今回、次

年度から全面実施になります指導要領の中でですね、各教科ですべての教科でこれからの時代を生きる

子ども達に身に着けさせたい資質・能力を３つの観点でまとめられていたと思います。１つは、学びに向

かう力、人間性等の育成、２つ目は、生きて働く知識技能の習得、３つ目は思考力・判断力・表現力と、

順番はいろいろなのですけども、この３つだったと思います。すべての教科・種目の中で２番の内容の取

扱いにそれをはめ込んでいただいているかなと拝見させていただきました。ただ、先ほどのところで、英

語のところでご指摘があったように、教科によっては、学びに向かう力、人間性等のあたりがしっかり書

かれているところと、さらっとしているところと、教科によってちょっとばらつきがあったのかなぁと

いうふうに思っております。気が付いたところでは、算数・社会のあたりでもう少し、学習指導要領には

しっかりと書きこまれておりますので、そのあたりを補足していただけましたらいいかなぁと思いまし

た。以上です。 

 

（委員長） 

はい、ありがとうございます。特に学びに向かう力という部分、そのあたりの内容の取扱いの反映につ

いて、弱いのではないかということでしたが。 

 

（委員） 

その３つの観点で学習指導要領の目標と内容が整理させていると思うのです。目標のすべての教科の

目標の１が知識・技能ですかね。２が思考力・判断力・表現力。で、３が学びに向かう力、人間性等とま

とめられているので、その３のところの言葉が十分でないところは足していただけたらと思います。た

ぶん内容の取扱いのところに、その３つの観点をきれいにはめ込んでいただいている教科もあるのです

けれども、ちょっとそうでないところも見受けられましたので。 

 

（委員長） 

その点について、事務局どうでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。今、おっしゃっていただいた、学びに向かう力、人間性等のところにつ

いて、もう一度全体的に見通しまして、薄いところにつきましては、言葉を足すなどして、盛り込んでい



くようにしたいと考えます。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

いろいろご意見を加味させていただいて、盛り込ませていただくということですね。あと、何かご意見

等ございますでしょうか。 

 

（委員） 

すみません。今、学習指導要領、いただいた全部は見てないのですけども、６ページの社会についての

体験的な活動という文言についてちょっと教えていただきたいのですけれども、６ページの社会選定基

準の２の５番の体験活動というところの、文科省が出している教育振興基本計画の、昨年度アクション

に書いてあったことは、第２次基本計画に、自立・協働・創造というこのテーマに基本に置きつつ第３次

基本計画では、それをもって子ども達に機会を与えてあげるということだったのですけども、その創造

という言葉を重んじるならば、この体験的な活動っていうのですか？という言葉は、これは前にあって

はいけないのかなぁという風に思ったのですけども、そのへんをちょっと教えていただきたいのですけ

ども。先生がおっしゃったのはね、体験的な活動という言葉は、これはまあ、後ろに持って行ったらいい

という風におっしゃったんですけれども、その自立・協働・創造という教育振興基本計画のテーマの第３

次教育振興基本計画を重んじるということであるのならば、創造と言う言葉は体験的につながるので、

これはいかがなものかなぁとちょっと教えていただきたいと思います。私あまり、詳しくないので。 

 

（委員） 

私の考えを述べさせていただきます。今度の学習指導要領の３つは、前の学習指導要領でもそうだった

と思うのですけど、今回特に色濃いのは、教科の為の教科、教室の中だけの学び、ではなくて、実生活と

結びつけながら、学ぶというところを習慣づけてくださいというのが、大きいんですね。そういう意味で

言いますと、これは社会であれ、理科であれ、算数であれ、体験的なことを入れるというのは、すごく大

切なことだと思います。例えば、全国学力・学習状況調査でもその問題をですね、必ずといっていいほど

算数でも国語でもそうですけど、子どもたちが何か体験をして、そこから算数的な問題に発展をする。あ

るいは、何か体験をして、そこから国語的な力をつかって何かを表現するという風な、体験を結び付け

て、学ぶことを全国学力・学習状況調査の問題の中にも組み込まれています。この教科書を見ますとさら

にバージョンアップしていまして、今の教科書と比べると子どもたちの普段の生活があってその中で子

ども達が体験を通じてつぶやくであろうセリフが盛り込まれていて、それを元に、具体的に科学的に理

科的な物の見方とか、あるいは数学的なものの見方で、問題を解決していこうというのが出ているわけ

です。そういうことから言いますと、あの体験的なということは非常に、大切なことなので、これを軽視

するべきではないという風に私は思います。また、委員がおっしゃったのは、そこのところでですね。課

題を追究したり、解決したりという、これは私が言ったのですけれど、学習指導要領の 19ページの１行

目、社会的な見方、考え方を働かせ、課題を追究したり、解決したりということが、社会科のところに思

いとして出ているのです。その文言がその薄い方の冊子の６ページのところの内容にないのではないか

という指摘になってくるのですけれど、そこは文言の修正をしていただくということですので、おそら

くその修正をすれば、この６ページの⑤と体験的な活動と問題解決的な行動とどちらかが入れ替えても



いいかもしれませんし、少なくとも、体験的な活動を削除することにはならないかと思います。 

 

（委員長） 

というご意見ですけども、どうでしょうか。まあ、どちらとも大事だということで、それ以外のところ

で課題追究のところを盛り込むことで入れ替えすることもないかなというご意見ですけれども。そのあ

たり、また、事務局の方で、考えていただいて、どちらも大事ということが伝わるように。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。これらの体験というのは、子ども達にとってなくてはならないことです

ので、先ほどお話いただいた、観察でもそうですけども調査・見学する活動などこれはすべて体験的活動

にあてはまる部分になるかと思います。文言的なものをどのようにさせていただくということは、ちょ

っと事務局の方で考えさせていただきますので、問題解決と、それに向けた体験的な活動の調査・見学、

あるいは観察など体験的な活動を重視していくというような形でいかせていただけたらなと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

はい。それでは、次、どうぞ。 

 

（委員） 

現場ではですね、来年度からプログラミング学習が始まるのですが、その文科省の教育の手引きにです

ね、いわゆる教科の中に位置付けてやるもの、また単元としてするもの、それから学習指導要領には明記

されていないが、各教科等と対応するような中で実施するもの、教育課程内とは別に実施するものと、こ

の３つに分かれていまして、たとえば単元でいくと算数であるとか、理科、また総合が入ってきてそんな

こと考えますと確かに１番の大阪市教育振興基本計画等との関連での中では論理的思考力という言葉が

出てきているんですが、内容の取扱いの中にはそういうプログラミング教育という言葉は、全く出てき

ていないので、それで、まあ、それだけの内容のことだけを書くということが適切かどうかは別にして、

これを各学校で、この調査の観点を元にやる時に、そういったあたりも加味していただいて、調査してい

ただくということがいるのではないかなぁと。でないと、教科書ではどういう風に取り扱われているの

かというのを、実際教科書を見ていないのでわかりませんが、そういったあたりがないと、ちょっと現場

の中でも、観点が消えてしまって、いわゆる教科で扱うということがとんでしまうのではないかという

懸念があるので、その辺をご配慮いただければと思います。 

 

（委員長） 

はい、プログラミング教育のその辺りの観点が抜けてしまうのではないかという、１番の項目の４番の

論理的思考力というところが該当するのではないかというものですけれども、そのあたりが調査の段階

で、プログラミングというところの表現がないことでどうだろうというところですが、それについては、

事務局はどうでしょうか。 

 



（事務局） 

はい、ありがとうございます。今、ご指摘いただいところというのは一番現場の先生方の懸念している

ところであってどういった形で子ども達にプログラミング教育をすすめていこうというのは、出ている

ところだと思います。少しですね、各種目の中に具体的にプログラミングという言葉は入れるかどうか

を含めてですね、少し練らせていただいて、文言自体を入れるのか、あるいは、学校調査の説明であった

り、専門調査の説明会というのは今後していきますので、その中で何かそういったことを留意していた

だくような、説明であったりちょっとどういった形でさせていただくかを検討させていただいて、盛り

込んでいくようにしていきたいと思いますので、少しお時間をいただければと思います。 

 

（委員） 

プログラミング教育に対しては大阪市のカリキュラムの骨子に一番左右されるかと思うのですけれど

も、教科書に関しましては、学習指導要領にそのプログラミングというのが、何年生でしなさいというこ

とは書いていないので、本にプログラミングがない可能性が非常に高いと思います。まあ、見ていないの

で、ないかあるかわかりませんけども、この学習指導要領を読む限りでは、すべての会社がプログラミン

グを扱っているかどうかがわからないと思いますから、そこのところでプログラミングを扱っているか

扱っていないかで差が出てきてしまうのは、ちょっと不公平なのかなという風に私は感じています。で、

おそらくプログラミング教育というのは、防災教育とか、キャリア教育とか数えたら 50種類ぐらいある

のですけど、教科書や学習指導要領に書いてないのに、何々教育というのが 50種類くらい現場におりて

きて、現場の先生が大変だ！という話を私はよくお聞きします。ですので、そういったものは、プログラ

ミング教育というのもそういった防災教育とか、統計教育とかそういった形態、そのような学びの中で

整理していただいて、教科書に書いてあるかとどうかということでやるのではなくて、補助教材を教育

委員会の方で提起していただくというそういう風にやるべきことで、プログラミングという表現が教科

書にあったからといってこの教科書に、というのはちょっと今回の選定にはそぐわないのかなぁという

ふうに思っております。これは私の意見ですけども、いかがでしょうか。 

 

（委員長） 

どうでしょうか。 

 

（委員） 

選定に沿う、沿わないというように問われると、実際に調査・研究する各校の教員は自分の持っている

素養であったり、嗜好性であったり、そういうものでしますので、それも一つの観点であるということ

は、出していただかないと、それをもって選定するのは適切ではないという言い方をされると非常に誤

解を受けるのではないかなと思うのです。で、先ほどおっしゃったように例えば、防災教育やプログラミ

ング教育であるとか先ほど、先生がおっしゃったように何々教育というのは 50どころか 100ほどあるか

もしれませんが、そういった扱いのものはやはり現場の中ではどこを重視したらいいのかというのはそ

れこそ本当に今日話があったように大阪市内４ブロックそれぞれの学校の特徴であるわけですから、そ

の集積として、教科書を選んでいくところだと思うので、私が言いたいのは、載せるとか載せないとかで

はなくて、そういったあたりのすべてのいろいろな何々教育という観点も教科書採択する段階で加味さ



れる方が、各校主体的に各教員であったり、一般の市民であったりがそれをもって調査していくという

ことが重要ではないかということですね。やっぱり共通理解しておかないといけないのではないかなと。

内容だけで、判断するものではないので、その辺のところをすべての調査においても考えておいていた

だいて、やっぱり調査した内容をなぜそれを調査して自分がよいと思ったのかということはそこに表わ

していくべきことだと思うので、いわゆる調査し、選定する１つの観点として、おいといてはいただきた

いなということです。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

おっしゃる通りで、例えば防災教育とか、キャリア教育とかね、そういったものの元の学習指導要領で

は、教科の縄張りにこだわっていたら、ダメなのですよっていうのが今回の学習指導要領の特徴でもあ

るのですね。その壁がとれてしまって国語でやっているのだけども実は、社会と関係していて防災教育

やキャリア教育とつながっているのですよ。そういうのが実は、かなり組み込まれていると思います。狭

い意味での国語、狭い意味での理科、というのはまちがっていまして、それは先生がおっしゃいましたよ

うにいろんな観点から、分析していただければ、よいと思います。私が言いたかったのは、キャリア教育

とかいう言葉をここにそれだけ盛り込むというのは、バランス的にちょっと。もし、キャリア教育という

言葉を盛り込むのであれば、プログラミング教育とか、防災教育とか、統計教育とか防災教育とかも盛り

込んでいかなければならないということになりますので、それは、ちょっと大変なことかなぁと思いま

すんで、そういったようにいろんな観点から、それぞれの現場の先生に求められているなんとか教育、な

んとか教育があると、それを踏まえて、できたら使いやすいかどうか、目の前の子どもの実態に合ってい

るかどうかをということでしっかり審査していただけたらと、それが非常に大事なことかと思います。 

 

（事務局） 

失礼いたします。学習指導要領の総則の３の１の（３）のところにプログラミングのことが載っていま

す。それと合わせまして、算数であるとか、理科であるとかの指導作成の内容の取扱いのところにその総

則の第３の１の（３）のプログラミングを体験しながらというような形での記載があってそのことにつ

いては、今々社会の中で、このＩＴ社会を生きていく中で、プログラミング教育というのは、必須でやっ

ていかないといけないということで社会的には言われている部分があるかと思います。我々としまして

は、今、お言葉いただきました例えばキャリア教育においてもやはり必要だというふうになってきた時

にこのなになに教育というのをこの調査の観点に選定基準として入れていくのはちょっとつらい、工夫

する方がいいのかなと思っておりますので、しかしながら、このプログラミング教育をやらないという

ことにはならないので、調査していく中で、そういったことも踏まえて、していただけるような形で今後

の説明会等では説明をさせていただきたいと思っております。以上です。 

 

（委員長） 

例えばこの学習指導要領の 65ページにですね、算数ですね。下段の方の（２）のところには事務局が

おっしゃったような内容の総則３の１の（３）のようなことを体験しながら論理的思考を見つけるため、

というようなことになっております。ですから、その、プログラミングを使うという先ほど先生が最初の

方におっしゃっていただいた、論理的思考力というところにつながっていくのかなというふうに思いま



すので、そのあたり、また事務局の方で調査の時の説明されるときにですね。そのような趣旨を言ってい

ただいて、説明していただけたらと思います。 

 

（事務局） 

はい。ありがとうございます。いろいろとご意見いただきまして、確かに、かつてこの調査の観点の中

に例えば、防災教育という言葉を入れていた時代がございました。ただ、その今は、災害の発生する中で

すべての教育活動を通じて防災教育をすすめていますので、あえてそういう文言はとったのですけれど

も、調査の説明会の時にこういった防災に関わる観点であったり、プログラミング教育といった言葉を

盛り込んだりしながら、教科書を見ていただく時にそういったことも指導できるといったようなことの

観点でも見てほしいということの説明はいれていきたいと思っております。 

 

（委員） 

これは観点に盛り込むかどうかということではなくて、純粋に現場の校長先生方に意見交換をさせて

いただきたいことなのですが、こう観点にひっつけていうと、それぞれの教科にまつわる主体的・対話的

で深い学びに、といったところなのですが、これが今度の学習指導要領の１つの目玉になっておりまし

て、今度の教科書はすごくそういうところが各者、力を入れていて、これでもか、これでもかというふう

に盛り込まれているわけですよね。このあたりのところをその現場の先生の目線でいくとですね、大阪

市の子ども達の実態を踏まえて、どれくらい主体的な学びとか対話的な学び、深い学びができそうで教

科書にどういったものを求めるのかという、ちょっと大きな話をしてしまっているかもしれないのです

けどそのあたりはいかがでしょうね。かなり現場の先生はその辺のところは不安で、教科書にどう書か

れているかというところが気になるところかと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

 

（委員） 

ご指摘のようにですね。主体的かどうかというのは、その授業の形態であるとか学習の形態であるとか

で判断できるところで、対話的であるかというのも外から見て授業の形態とかで判断できる。しかし、最

後の深いか、浅いかについては、これはなかなかその定義が難しいという風に思われます。この３つの文

言の中でこの唯一、深いというものだけがですね、条件になるところがないというところなので、ここか

ら先はですね、採択された教科書をどのように現場の教員が料理をして子どもたちに落とし込んでいく

かという、それは現場の方に与えられた今後解決していくべき私たちの課題という風に考えております。

まだ、私も教科書拝見していないのですが、先生がおっしゃるようにですね、かなりその点については、

各者競っておられますので、今後、今つくっていただきました観点でもって採択をしていただいて、その

あと、それを使ってどのように授業をすすめていくのかっていうことについては、今後４年間私たちに

あたえられた課題という風に考えております。これまでですね、この主体的っていうのは随分前から言

われていて、主体的、対話的の対話的っていう部分については、現行の教科書を保護者の方も見ていただ

いたらかなり改善はされている。最後にそれを受け、深い学習になったかどうかは、現場の教師がいて、

ああだこうだというやり取りが行われるということになりますが、先生が最初におっしゃった大阪の子

ども達に実現可能かどうかということについては、私は心配していないというところですので、どうか

みなさんで精査していただいて、選んでしていただきましたら、その後現場の方では活用してきちっと



したお応えでみなさんのご期待に応えていければなあと思っております。 

 

（委員長） 

大阪市の小学校の研究会の会長ということで、大阪市を代表されてのご発言だったと思いますが、教科

書が選定されたのちに、その部分を深めていきたい、というところでよろしいでしょうか。ありがとうご

ざいました。そうしましたら、他、よろしいでしょうか。 

すべての種目についての説明が終わりました。それでは調査の観点についての説明は以上でございま

す。様々なご意見をいただきました。今後の変更後、こういった意味を盛り込んでもう一度考えてほし

い。あるいは、調査の説明においてそういったものを盛り込んでほしいというさまざまなご意見があっ

たと思いますが、そういったものをすべて踏まえて、改めて、再度事務局の方で訂正していただくという

ことを踏まえたうえで、異議がないようでしたら拍手でご承認いただけたらと思いますが、どうでしょ

うか。【拍手】 

 

（委員長） 

それでは調査の観点の選定委員会として承認いたします。ありがとうございます。つづきまして、資料

についてお話します。事務局の方、答申資料についてお願いいたします。 

 

（事務局） 

失礼いたします。調査・研究の報告書、すなわち答申についてでございます。「答申資料」をご覧くだ

さい。平成 30年度使用小学校教科書の答申資料です。２年前の小学校の道徳採択の時のもので、例とし

て日本文教出版の答申を抜粋しています。当時はこれが８者ございました。答申資料につきましては、先

程の諮問にもございましたが、各教科用図書の特に優れている点や、特に工夫・配慮を要する点を明確に

し、採択権者が十分な審議を行えるよう、それぞれの地区ごとにふさわしい教科用図書について報告し

ていただこうと考えております。 

 

（委員長） 

答申資料について何かご意見等ございませんでしょうか。それではないようですので、次にご来場の皆

様へのアンケートについての説明をお願いします。 

 

（事務局） 

市内 31箇所の教科書センターで、教科書展示会に置くアンケート用紙です。第２回以降の選定委員会

で、回収したアンケートも閲覧いただこうと考えています。 

 

（委員長） 

続きまして、「事務日程」「配付資料の預かりについて」を同じく、事務局より説明いたします。 

 

（事務局） 

事務日程について、説明いたします。専門調査会は６／３（月）から、学校調査会は５／31（金）午前



に説明会を実施し、その翌日以降順次調査を開始し、全ての調査委員会が６／26（水）までに調査研究を

終える予定です。 

第２回の選定委員会は７月４日（木）13 時から、この教育センター７階第４研修室で行います。各調

査委員会からの結果を受けて、審議をつくし、答申案の検討を行っていただきます。終了時刻は 17時頃

の予定ですが、審議によっては、延長する可能性もあります。 

なお第３回の選定委員会は７月 11日（木）13時開催予定でございます。７月下旬の教育委員会議に選

定委員長から答申をしていただき、８月初旬の教育委員会議で、採択の運びとなります。 

続いて、配布冊子の預かりについて、ご説明申しあげます。 

大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則第２条第４項「委員は、職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。」と示されております。また、第５条５項「会議は、

公開しない。」第６項「調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関する事項は、諮問にかかる教科

用図書が採択されるまでの間、公開しない。」とされております。 

すなわち、「外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境を確保」するために、

採択に係わる一切の情報、たとえばこの委員会の時間や場所も含め、採択事務終了までは非公開でござ

います。そこで、お手元の資料についても、座席表と、事務日程の２つにつきましては、預からせていた

だきます。ご了承ください。 

それでは、お名前のシールのある封筒、こちらに（示す）、座席表と、事務日程の２つを入れていただ

き、お持ち帰りになる資料は、お名前のシールのない封筒に入れていただければと思います。お名前のシ

ールのある封筒は次回までお預かりいたしますので、他に、荷物になるのでお持ち帰りにならない、とい

う資料があれば、それも入れておいていただいて結構です。お帰りの際には、そのまま、名前入りの封筒

は机においてお帰りください。 

選定委員会の皆様におかれましては、大学の先生方や教育センターの皆様には、教育の専門家として、

校長先生方には子どもの実態や学校現場を熟知されているプロとして、そして、区や保護者や学校協議

会の皆様は、親の立場、あるいは地域や家庭の子どもをよく知る市民目線から、子どもたちのための公正

な調査研究をどうぞよろしくお願いいたします。 

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。以上で、第１回選定委員会を終わらせていただきますが、会終了後に、経費

等について、事務局より説明いたします。 

本日は、本当にご苦労さまでした。 

 

 

 


